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序 文 

 

 日本国政府はケニア共和国政府の要請に基づき、同国の HIV・AIDS 対策計画にかかる基本設計調査

を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

 当機構は、平成 19 年 3 月に基本設計調査団を現地に派遣しました。 

 調査団は、ケニア共和国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実施し、

帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願う

ものです。 

 終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 19 年 7月   

 独立行政法人国際協力機構 

 理事   黒 木  雅 文    
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写真 

   
写真１：検査キット（デターミンのデバイス本体、ランセ    写真2：検査キット（SDバイオライン）。 付属品は箱内に 

ット、キャピラリーチューブ、バッファー溶液）          梱包されている。 

  

   

写真 3：検査キット使用方法が記されているユニゴー    写真 4：ニャンザ州シアヤ県の準県病院内にある VCT 

ルドのキット                             センター 

                  

  

    
 

写真 5:VCT センター内にあるカウンセリング・検査室    写真 6:VCT センター内での検査キットの保管。施錠 

可能な場所に保管されている。 

 

 



   
 

写真 7：ニャンザ州キスム県倉庫。KEMSA から検査キッ   写真 8：SDP の使用報告書。毎月の使用数を DASCO 

トが運ばれる。各 SDP はここでキットを受け取る。        へ報告する。 

 

   
写真 9：ナイロビにある KEMSA 中央倉庫            写真 10：KEMSA 中央倉庫の資機材搬入口。警備が常

に資機材の出入りをチェックする。 

 

   
写真 11：KEMSA 中央倉庫の内部                 写真 12：VCT 受診促進の道路看板 
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第１章 プロジェクトの背景・経緯 
 

１-１ 当該セクターの現状と課題 

１-１-１ 現状と課題 

2006 年末現在、世界のHIV感染者数は約 4,000 万人と見積もられており、そのうちの 63%に相当す

る約 2,500 万人がアフリカ大陸のサハラ砂漠以南に集中している1。ケニア共和国（以下「ケ」国とす

る）では 1984 年に初めての感染者が確認されて以来、感染率は増加の一途を辿り 1990 年代後半には

10％を超えた（図 1-1）。その後、2000 年以降は減少傾向にあるものの、2004 年時点での成人の感染率

2は約 6.4％と依然高く、「ケ」国の全人口約 3,240 万人のうち感染者は約 120 万人以上と推定されてい

る（表 1-1）。また、成人の新規感染者数は年間約 9 万人、AIDSによる死亡者数は年間約 10 万 5 千人

と推定されている等、HIV・AIDSは「ケ」国における深刻な問題のひとつである。感染率は村落部の

5.2%に比し都市部で 9.7%と高く、地域的には首都のナイロビ（9.0%）、西部のニャンザ州（13.1%）で

高くなっている3。 

        

HIV感染率（成人：15－49歳）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 (年)

感
染

率
（
%
） 都市部

全体

村落部

引用：NASCOP 資料 
図 １-１ HIV 感染率（成人：15－49 歳）の経時的推移 

 
 

表 １-１ HIV 感染率及び HIV 感染者数（2004 年） 
成人（15－49 歳）  0－14 歳 

全体 男性 女性 
50 歳以上 合計 

HIV 感染率 － 6.40% 4.30% 8.30% － － 
HIV 感染者数（人） 117,000 1,056,000 360,000 696,000 96,000 1,269,000 

 

出典：NACC 資料 

 

「ケ」国は 1999 年、HIV・AIDS対策を最重要課題のひとつとして位置づけ、省庁横断的なHIV・

AIDS政策の最高決定機関として大統領府直轄の国家AIDS対策協議会（NACC）を設置し、各セクター

                                                 

1 UNAIDS/WHO AIDS Epidemic Update Dec 2006 より引用 
2 ここで言う感染率とはHIV陽性率のことである。感染率（HIV陽性率）は感染した時期を問わずHIV陽性者の総数を表したものであり、

その年に新たな感染が起こった割合ではない。 
3  国家AIDS対策協議会Kenya HIV/AIDS Data Booklet 2005 より引用 
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及び行政機関の連携強化を図っている。また、NACCとの連携をはかるため各省庁にAIDS対策ユニッ

ト、各州・県・選挙区レベルにAIDS対策委員会を設置している。HIV・AIDS対策の実施については保

健省内の国家AIDS・性感染症対策プログラム（NASCOP）が主体となり、予防啓発、カウンセリング・

検査、治療、ケア・サポート等の包括的な活動を行っている。予防啓発活動としてはABC（Abstinence：

禁欲、Be faithful：貞節、Condom use：コンドーム使用）アプローチを軸にHIV・AIDSの知識の普及

と啓蒙、コンドームの無料配布、安全な輸血用血液の供給等を、カウンセリング・検査サービスとして

は自発的カウンセリング・検査（VCT）、母子感染予防（PMTCT）、診断的検査・カウンセリング（DTC）

サービスを、治療としては抗レトロウイルス薬治療（ART）の研究と促進を、ケア・サポートについて

はAIDS患者への訪問看護等を実施している。また、多くのNGOと協力してHIV感染者の社会参加の促

進やAIDS孤児4の支援等も実施している。 

これまでの取り組みにより、HIV・AIDS についての認識向上、コンドーム利用率の増加、VCT セン

ター数及びその利用者数の増加、PMTCT、DTC の展開等の成果を出し、HIV 感染率は低下している。

特に VCT センターは、その設置を各 NGO やドナーに委ねているが、予想を上回る速度で拡大してい

る。しかしその一方で、DTC 対象者の選定基準の策定や DTC、PMTCT のモニタリング･報告体制の確

立、HIV・AIDS 関連資機材・医薬品の計画的な調達等、課題も多い。特に HIV 検査キットについては、

公平かつ質を確保したサービスを提供するために保健省から無償配布を行っているが、検査キット不足

等のために政府の推奨する検査方法を実施出来ていない等、検査キットの適切な確保が重要な課題の１

つとなっている。図 1-2 に VCT 施設数と利用者数の推移を示す。 

 

VCT施設数と利用者数の推移
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図 １-２ VCT 施設及び利用者の予測数と実数 

                                                 

4 HIV/AIDSが原因で片親または両親を亡くした 18 歳未満の子供。「ケ」国では推定 104 万人（2005 年、国家AIDS対策協議会）。 
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１-１-２ 開発計画 

NACC は 1999 年に「国家 AIDS・性感染症対策プログラム戦略計画（2000－2005 年）」を策定し、

マルチセクターによる HIV・AIDS 対策への取り組みを強化した。また、2002 年の「第 9 次国家開発

戦略（2002－2008 年）」においても HIV 感染予防を重点項目の一つとして、国連の「ミレニアム開発

目標」（MDGs-2000 年）、世界保健機関（WHO）による「3 by 5 イニシアチブ」（2002 年）、国連合同

AIDS 計画（UNAIDS）による「3 つの統一」（Three Ones-2004 年）等の世界的な戦略計画や共通指

針の原則（表 1-2）に沿った HIV・AIDS 対策を継続的に実施している。2005 年に新たな「国家 HIV・

AIDS 戦略計画（2005/6－2009/10）」を策定し 2010 年までに達成すべき具体的な数値目標を掲げてい

る。 

保健省も 2005 年に策定した「国家保健戦略（2005－2010 年）」の中で、MDGs を長期目標とした

HIV・AIDS 対策を重要課題として掲げ、その方針に沿って「保健セクターHIV・AIDS 戦略計画

2005-2010」を策定している。また、2004 年に策定された「ケ」国版の貧困削減戦略文書である「経済

再生戦略投資計画（IP-ERS）」でも、HIV・AIDS 対策の強化は貧困削減につながる重要な要因として

位置づけられている。表 1-3 に「ケ」国の HIV・AIDS 戦略の概要と目標を示す。 

 
表 １-２ HIV・AIDS の国際戦略 

国際戦略 概要・目標 

MDGs (2000) 

HIV・AIDS の拡大を 2015 年までに食い止め、その後反転させる 
・15～24 歳の妊婦の HIV 感染率を下げる 
・避妊具普及率を上げる 
・HIV・AIDS により孤児となる子供の数を減らす 

3 by 5 イニシアチブ

（2002） 
2005 年までに低/中所得国の抗レトロウイルス薬（ARV）治療を必要としている HIV 感

染者・AIDS 患者 300 万人にその治療を供給する 

Three Ones （2004） 
 

一国に一つの AIDS 行動枠組み、一つの AIDS 調整機構、一つのモニタリング・評価シス

テムの導入を促進する 
 

表 １-３ 「ケ」国の HIV・AIDS 戦略 
国家 HIV・AIDS 戦略計画 2005/6-2009/10 2010 年までの達成目標 
新規感染の予防 ・15～24 歳の感染率を男性：1％未満に、女性：4.5%未満にする 

・1 郡に 1VCT センター以上を設置する 
・年間 200 万人以上が HIV 検査を受ける 
・HIV 検査未経験者（15～49 歳）の 25％が検査を受ける 
・年間 160 百万のコンドームが使用される 
・少なくとも性感染症患者の 90%に HIV 検査・適切な治療が提供される 
・HIV 感染妊産婦の 50%以上に ARV を実施する 
・HIV 感染妊産婦から生まれた新生児の感染率が 23%未満となる 
・15 歳未満で性交渉を持つのは少女の 10%未満、少年の 20%未満となる 
・15～24 歳の女性の 40%以上、男性の 65%以上がコンドームを使用する 
・15～24 歳の男女各 85%が HIV・AIDS の性感染予防法を知る 
・年間 20 万単位以上の安全な輸血血液が確保される 
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国家 HIV・AIDS 戦略計画 2005/6-2009/10 2010 年までの達成目標 
・関係する警察官、医療従事者が暴露後予防措置（PEP）の研修を受け、全ての県病院

と 50%の保健センターにレイプケアセンターを設置する 
・医療従事者、患者、地域住民の HIV 感染リスクが 50%に下がる 
・注射器再利用予防率を 30%以上上げる 

HIV 感染者及び

HIV・AIDS に影

響を受ける人々

の生活向上 

・治療が必要な AIDS 患者の 75%以上が ART を受けられる 
・全ての HIV 感染者が日和見感染症治療薬を入手できる 
・結核疑いの患者の 95%が HIV 検査を受け、HIV 感染の結核患者 80%が結核治療終了

前に ART を受けられる 
・全ての県病院と 90%の病院に総合ケアセンターを設置する 
・75%以上の HIV 感染者・AIDS 患者（PLWHA）に対して訪問看護が実施される 
・成人（15～49 歳）の 75%以上が PLWHA を受け入れられる 
・PLWHA の 75%以上が医療施設または地域レベルで栄養教育とカウンセリングを受け

る 
・PLWHA の栄養状態が同地域の非感染者と同レベルになる 
・PLWHA の 75%と HIV・AIDS に影響を受けている人々が正しい治療、法律、権利の

情報を知る 
・「ケ」国が PLWHA と HIV・AIDS に影響を受けている人々の権利を保護していると

国際的に認められる 
HIV・AIDS の経

済・社会へのイン

パクトの軽減 

・政策者また特に HIV・AIDS の影響を受けやすい人々に関与する部門への理解が深ま

る 
・国の政策や ERS、中期支出枠組み（MTEF）、年間予算策定等に HIV・AIDS のイン

パクトの軽減が反映される 
・HIV・AIDS が人々の暮らしや国の安定に与える影響を測定し、その対抗策を講じて

実施する 
・深刻な影響を受けている地域、社会、経済、人々を特定し適切な軽減対策を実施する 
・孤児、売春婦、少女、ケア従事者、未亡人等の影響を受けやすい人々への軽減対策を

実施する 
・孤児の通学率を孤児でない 10～14 歳の学童の通学率の 90%以上とする 
・社会経済に与えるインパクトの情報が地域レベルに浸透する 
・経済・社会へのインパクトの軽減が地域の組織構成に組み込まれる 
・経済・社会へのインパクトの軽減が公及び民間の組織において人的活用面で組み込ま

れる 
国家保健戦略(2005－2010) 2010 年までの達成目標 
・15～24 歳の妊産婦の HIV 感染率が 6%になる 
・ART を必要とする人の 75%がその治療を受けられる 
・HIV 感染している妊産婦の 50%に ARV が実施される 
経済再生戦略投資計画(IP-ERS) 2004 年 HIV・AIDS 対策目標 
・各省庁の連携強化 
・新たな制度と法的枠組みの策定 
・知識普及と行動変容の促進 
・感染予防の強化 
・治療の促進と拡大 

・治療に伴う人的・財政的資源の確保 
・VCT センターの拡充 
・人材育成 
・AIDS 孤児への対策強化 

 

１-１-３ 社会経済状況 

1963 年「ケ」国は、比較的良好であった経済インフラ及びコーヒー、紅茶、観光業による外貨収入

に支えられた経済構造を引き継いで英国より独立した。しかし、1990 年代以降、援助の低迷、財政悪
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化による開発予算の大幅な削減、対ドル為替維持のための高金利政策、政府借入に伴う民間資金のクラ

ウディングアウト5等により経済は不安定となり、失業者増大と貧富差拡大を招き、国内総生産（GDP）

成長率が人口増加率を大きく下回る状況が続いた。 

こうした状況は 2002 年の新政権発足後に実施された経済開発、ガバナンス改善等の改革努力により、

GDPの成長率が 2002 年 0.4%、2003 年 2.8%、2004 年 4.3%と上昇する等、好転の兆しを見せている。

2004 年のGDPの構成とその比率は、第一次産業が 26.8%、第二次産業が 17.2%、第三次産業が 56.1%

となっている。一人あたりの国民総所得（GNI）は 2002 年 400USドル、2003 年 430USドル、2004

年 480USドルと、順調に伸びてはいるものの依然として低く、世界の低所得国の一つである6。主要輸

出品は紅茶、園芸作物、コーヒー、石油製品であり、観光業とともに外貨収入源となっている。経済成

長は好調だが、2006 年には汚職事件の発覚により援助が滞る等、経済の安定のためには内外の支持を

得るための努力が必要とされている。 

 

１-２ 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

現在、「ケ」国保健省は、国連のミレニアム開発目標（MDGs）に沿って策定した保健戦略を基に活

動しており、HIV・AIDS についても‘HIV・AIDS の拡大を 2015 年までに食い止め、その後反転させ

る’という MDGs の目標達成を目指している。特に VCT サービスは HIV 予防対策の中心であり、カ

ウンセリングと HIV 検査を行うことにより感染予防、ケア・サポートへとつながるものとして重要視

されている。VCT 国家ガイドラインの制定、VCT カウンセラー育成コースの確立等により VCT サービ

スは急速に拡大し、VCT センター数は 2000 年には僅か 3 施設であったものが 2006 年には 860 施設ま

で増えている。また、2005 年に策定された「国家 HIV・AIDS 戦略計画 2005/6-2009/10」では‘HIV

に感染している妊産婦が出産した新生児の感染率が 23%未満となる’、‘性感染症患者の 90%以上に

HIV 検査と適切な治療を提供する’、‘95%以上の結核疑い患者が HIV 検査を受ける’等、PMTCT や

DTC サービスの徹底や拡充を求めた目標が定められており、カウンセリング・検査サービスの更なる

展開を目指している。 

カウンセリング・検査サービスにとって、ガイドラインに基づいた HIV 検査を確実に実施すること

はもちろん、検査希望者に対してそのサービスを定常的に提供することは必要不可欠であるが、新たな

サービスの展開や施設数の増加から検査キットの不足が起こり、安定したサービスが提供出来ていない

等の課題が生じている。 

これまで、検査キットの調達は DFID、GFATM 等の支援を受けて実施されており、緊急の在庫切れ

に対しては JICA、JSI、「ケ」国政府自身等が調達してきた。しかし DFID は 2006 年に支援を中止、

また 2008 年度以降の GFATM の支援実施は未定である等、2008 年度以降の検査キットの調達は目処が

立っていない。 

                                                 

5 財政支出の増大が民間投資を圧迫する現象という意味の経済用語 
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このような検査サービス運営の危機的状況より、「ケ」国保健省はHIV簡易検査キットの調達に係る

支援を我が国に要請してきたものである。なお、要請書提出段階では 2006/7 年から 2009/10 年度まで

の必要量とされていたが、調査結果より 2008/9 年度7の単年度案件とする。 

 

１-３ 我が国の援助動向 

「ケ」国に対する我が国の支援は 2001 年から 2005 年までの累計で 2,086 百万 US ドルである。2000

年に策定された国別援助計画では、人材育成、農業開発、経済インフラ整備、保健・医療、環境保全の

5 分野を重点分野として支援するとしている。表 1-4 に近年の我が国の技術協力（保健医療分野）の実

績を表 1-5 に無償資金協力（保健医療分野）の実績を示す。 

 

表 １-４ 保健医療分野での技術協力案件 
実施年度 案件名 概要 

1990～ 
1996 

感染症研究対策プロジェクト 
ケニア中央医学研究所（KEMRI）における下痢症、フィラリ

ア症、住血吸虫症、ウイルス性肝炎に関する研究開発の強化 
1993～ 
1998 

人口教育促進プロジェクト II 
家族計画に関する教材の開発と製作、住民への啓蒙活動、村落

レベルへの家族計画教育の導入 
1996～ 
2002 

感染症研究対策プロジェクト II 
KEMRI における HIV・AIDS、急性呼吸器感染症、ウイルス

性肝炎に関する研究開発の強化 
1998～ 
2002 

医療技術教育強化プロジェクト 
ケニア医療訓練学校（KMTC）の機能強化及び医療従事者の育

成 

2002～ 
2007 

感染症及び寄生虫症研究対策 
プロジェクト 

KEMRI における HIV・AIDS、急性呼吸器感染症、ウイルス

性肝炎に関する研究開発の強化及び国際寄生虫対策センター

としての機能強化 

2004～ 
2007 

ケニア西部地域保健医療 
サービス向上プロジェクト 

西部地域（ニャンザ州キシイ県及びリフトバレー州ケリチョー

県）における妊産婦の健康状態の改善を目的とした医療機関の

運営機能強化、ケアサービスの向上、啓発活動の促進等 

2006～ 
2009 

HIV・AIDS 対策強化 
プロジェクト 

HIV 検査に係るモニタリング・評価の政府機能強化、HIV・

AIDS 予防体制の政府能力強化、HIV・AIDS の知識普及と検

査促進、カウンセリング・検査サービスの質の向上 
2006～ 
2009 

輸血血液安全性確保 
プロジェクト 

輸血血液使用の適正化、効率化推進のための方策の開発・実証 

 

                                                                                                                                                               

6 世界銀行 2006 年統計資料より引用 
7 ケニアの会計年度である 2008 年 7 月～2009 年 6 月に必要となる分を供与する。 
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表 １-５ 保健医療分野での無償資金協力案件 

実施年度 案件名 
供与 
限度額 

（億円） 
概要 

1992 
ケニヤッタ国立病院改

善計画 
16.64 

ケニヤッタ国立病院の放射線治療部、診療検査部、手術部、

集中治療部等 10 部門への機材調達 
1996～ 
1997 

ケニア医療訓練学校改

善計画 
18.51 

KMTC 3 校の施設建替・改修工事と 19 校の医療訓練用機

材・車輌等の調達 
1996～ 
1997 

ポリオ根絶計画 5.30 医薬品調達 

1997 医療研究所改善計画 2.34 KEMRI の既存実験室の改修計画 
1997～ 
1998 

沿岸州総合病院改善計

画 
12.09 

沿岸州総合病院の産科棟、病棟便所・シャワー棟等の新築、

検査室、中央手術部門等の改修及び関連機材の調達 
1999 予防接種体制強化計画 5.47 医薬品調達 
2000～ 
2001 

ケニア西部地域保健セ

ンター整備計画 
7.90 

西部地域の第一次医療機関の機能強化を目的に 11 施設の

施設増築と 16 施設の機材調達 

2004～ 
2005 

ケニア中央医学研究所

感染症及び寄生虫対策

施設整備計画 
9.88 

KEMRI における感染症・寄生虫症対策用の血液検査キッ

ト製造施設と研修施設の新築及び関連機材調達 

  

１-４ 他ドナーの援助動向 

現在、HIV・AIDS 分野を支援している主なドナー及び国際機関の援助実績を表 1-6 に示す。これら

はいずれも国家 HIV・AIDS 戦略、また MDGs の目標を達成するための活動である。 

 

表 １-６ HIV・AIDS 分野での他ドナー及び国際機関の援助状況 
実施 
年度 

機関名 案件名 援助額 
(千 USD)  

形態 概要 

1997～ 
2006 

英国国際 
開発庁

（DFID） 

HIV・AIDS 予防・

ケアプロジェクト 
85,1408 無償 

コンドーム利用促進支援、AIDS 患者への

訪問看護支援、医薬品・資機材供与（コ

ンドーム、HIV 検査キット、ARV 薬等） 

2000～ 
2007 

世界銀行 

リプロダクティブ

ヘ ル ス 促 進 ・

HIV・AIDS プロジ

ェクト 

50,000 有償 
地方分権促進と人材・組織強化支援、母

子保健・家族計画の活動支援、医薬品・

資機材供与（HIV 検査キット、避妊具等） 

2003～ 
2007 

グローバル 
ファンド 

（第 1 期） 

・地域啓蒙 
プロジェクト 

・青少年参加型 
プロジェクト 

2,872 無償 

IEC 用機材の製作支援、コンドーム配

布・学校教育・ラジオ番組の制作支援等 

2003～ 
2007 

グローバル 
ファンド 

（第 2 期） 

HIV・AIDS 削減 
プログラム 

106,787 無償 

VCT センター及び PMTCT の拡大・促進

支援、人材育成支援、医薬品・資機材供

与（コンドーム、HIV 検査キット、ARV
薬）、AIDS 対策組織連携強化等 

                                                 

8 UK￡43millionをUSドルへ換算 換算レートUK￡1=1.98USドル（2007 年 5 月 18 日現在） 
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実施 
年度 

機関名 案件名 援助額 
(千 USD)  

形態 概要 

2004 92,500 
2005 142,900 
2006 

米国大統領

HIV・AIDS 
救済緊急計画

(PEPFAR)9

HIV・AIDS 対策 
プログラム 

208,300 

  

 
無償 
技協 

米国国際開発庁（USAID）、米国疾病予防

対策センター（CDC）、ウォルターリード

陸軍研究所（WRAIR）、米国平和部隊

（Peace Corps）等に予算を分配し各プロ

ジェクトを実施 
（予防・検査）母子感染予防の拡大と促

進支援、NGO との連携による地域啓蒙支

援、心身障害者への啓蒙支援、安全な輸

血血液の供給支援、安全な注射器の供給

支援、HIV 検査キット供与等 
（治療）ART の拡大と促進及びそれに伴

う人材育成支援と ARV 薬供与等 
（ケア・サポート）NGO 等による AIDS

孤児への教育・住居・食糧援助等の支

援、遠隔地へのカウンセリング・検査

サービスの支援等 
（その他）ボランティア派遣、HIV 指標

調査、疫学的研究等 
 

 

                                                 

9 PEPFAR : President’s Emergency Plan for AIDS Relief 、米国大統領HIV/AIDS救済緊急計画。2003 年に大統領が提唱し発足した。

2004 年から 5 年間で 150 億USドルを拠出する。アフリカ 12 ヶ国、カリブ海 2 ヶ国、アジア１ヶ国の世界 15 ヶ国を対象としている。 
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第２章 プロジェクトを取り巻く状況 
 

２-１ プロジェクトの実施体制 

２-１-１ 組織・人員 

①保健省及び NASCOP 

本案件の主管官庁は保健省、実施機関は保健省の予防促進部に属する国家 AIDS・性感染症対策プロ

グラム（NASCOP）である。NASCOP は日本を始めとする外国からの援助による HIV・AIDS 事業の

実績を有していることから、本プロジェクトの実施も問題ないと考えられる。 

NASCOP には専門職、事務職を含め約 60 名の職員が配置されており、ART には薬剤師、血液安全

性には臨床検査技師等、専門性を持つ人材が各部門に配置されている。 

図 2-1 に本案件の主管官庁である「ケ」国保健省の組織図を、図 2-2 に実施機関である NASCOP の

組織図を示す。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２-１ 保健省（主管官庁）の組織図 
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図 ２-２ NASCOP（実施機関）の組織図 

 
 

②ケニア医薬品供給公社（KEMSA） 

KEMSA は保健省下に設立された組織で、保健省の委託を受けて医薬品や医療機器等の調達、保管、

配布を行っている。KEMSA 内には、各プログラムから派遣された人員で構成されるロジスティック管

理ユニット（LMU）があり、HIV・AIDS 関連資機材・医薬品の受注・発注は、NASCOP から派遣さ

れたスタッフが担当している。 

KEMSA はナイロビ市内に 3 ヶ所の中央倉庫、8 ヶ所の地方倉庫を有し、それらから各医療施設へ機

材を配布している。本案件で供与される検査キットの配布及び利用実績の報告体制は次のとおりである。 

検査キットは一旦全て KEMSA の中央倉庫に保管される。中央倉庫から県へは、入札により KEMSA

から委託された現地の輸送会社によって州病院及び各県の県保健倉庫（主に県病院もしくは準県病院に

設置）に 2 ヶ月に１回の頻度で配送される。県内の SDP（サービス提供機関：VCT センター、医療機

関等）は県保健倉庫へ検査キットを受け取りに行く。 

各 SDP は毎月、検査キットの使用量を県保健倉庫へ報告し、県医療検査技師（DMLT）が確認の上 2

ヶ月分をまとめて LMU へ提出し、発注データとして利用される。また、これとは別に各 SDP は利用

者実績報告を県 AIDS・性感染症コーディネーター（DASCO）へ提出する。この利用者実績報告は

DASCO が四半期毎（1、4、７、10 月）にまとめて州 AIDS・性感染症コーディネーター（PASCO）

及び NASCOP へ提出する。図 2-3 に検査キットの報告体制について示す。 

 
 

VCT 

診断的検査・

カウンセリング

DTC

注射薬物使用者

IDU 

在宅訪問看護

Home Based Care

モニタリング・評価

Monitoring & 

Evaluation

性感染症 

STD 

 

血液安全性 

Blood Safety 

10 



 

保健省

調達

国レベル
NASCOP ( 　　　　　 LMU KEMSA

州保健運営委員会

州レベル PASCO PMLT
（州医療検査技師）

使用量報告
(2ヶ月に1回)

県レベル DASCO DMLT 県倉庫
（県医療検査技師）

サービス提供 州病院 県SDP

利用者実績報告（毎月）

：簡易検査キットの調達・配送の流れ
：使用量報告（発注依頼書）の流れ
：利用者実績報告の流れ

（四半期）
県の集計を提出

調達・供給管理協会

県保健運営委員会

調達委託

　　配送
　（2ヶ月に
　　1回）

引取り

（毎月）
使用量報告

 
 

図 ２-３ 検査キットの配布・報告体制 
 

２-１-２ 財政・予算 

「ケ」国保健省自体の予算は自国の歳入に加えて国際機関や他ドナーからの支援を受けている。国家

予算に占める保健省予算の割合は 5.1～6.2%と開発途上国の平均 4%10をやや上回っている。国家予算、

保健省予算額共に年々増加傾向にある。国家予算及び保健省全体予算を表 2-1 に示す。 

 

表 ２-１ 国家予算及び保健省全体予算 
単位：百万ケニアシリング(KSh) 

 
2003/4 年 2004/5 年 2005/6 年 

2006/7 年 
（計画） 

総額 388,448 431,061 492,561 550,177 
経常支出予算 333,868 359,078 400,440 412,535 国家予算 
開発支出予算 54,580 71,983 92,121 137,642 

保健省予算 19,890 21,974 30,444 33,327 
国家予算に占める保健省予算の割合 5.1% 5.1% 6.2% 6.1% 

国家 113.4% 111.0% 114.3% 111.7% 予算対前年比 
保健省 102.8% 110.5% 138.5% 109.5% 

交換レート 百万 KSh = 1,810,214 円（2007 年 5 月 18 日現在）  出典：ケニア財務省資料 
 

                                                 

10 UNICEF子供白書 2006 より引用 
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「ケ」国保健省における HIV・AIDS 関連予算計画及び保健省全体予算に占める割合は表 2-2 のとお

りである。 
 

表 ２-２ 保健省 HIV・AIDS・性感染症対策プログラム予算計画 
（単位：百万 KSh） 

 2005/6 年 2006/7 年 2007/8 年 
HIV・AIDS・性感染症対策 
プログラム(NASCOP)予算 

1,556 1,658 1,482 

保健省予算に占める割合 5.1% 5.0% 3.8% 
出典：ケニア財務省、ケニア保健省資料 

 

２-１-３ 技術水準 

本案件は、実施機関である NASCOP の血液安全性部門が窓口となり、VCT、DTC、PMTCT 部門、

並びに調達担当との連携を要する。血液安全性部門は臨床検査技師が担当しており、また HIV 予防サ

ービスの中心である VCT 部門には 6 名が配置されているとともに、現在実施中の日本の技術協力プロ

ジェクトより日本人長期専門家 2 名が同部門に投入されている。 

直接裨益者に対してカウンセリング・検査を実施する者は、そのサービス施設によって異なる。VCT

センターには、独立型と医療機関内に設置されている統合型があり、遠隔地では VCT センターのスタ

ッフによるモバイル VCT が実施されている。VCT センター設立の際には、DASCO の審査を合格し、

NASCOP に登録されて初めて運営が許可される。ガイドラインによると、VCT センターには規定の専

門研修を受けた最低 2 名のカウンセラーが勤務することとなっている。PMTCT サービスは包括的な母

子保健サービスの一要素として、妊産婦検診を行っている病院や保健センターにて専門研修を受けた医

師や看護師等の医療従事者により実施されている。DTC サービスは、医療機関にて結核患者または

AIDS 所見のある入院患者等に対し、専門研修を受けた医師・看護師等により実施されている。 

 

２-１-４ 既存の施設・機材 

「ケ」国の保健医療体制は、上位レベルより病院、保健センター、診療所と 3 段階のレベルに分ける

ことが出来る。各州には州病院がありリファラル機関としての役割を担っている。医療施設付属の VCT

サービスは、全てのレベルで実施されている。現在、PMTCT サービスについては保健センター以上の

機関、DTC サービスについては州病院及び県病院にて実施されている。表 2-3 に「ケ」国の医療施設の

内訳を、表 2-4 に各サービスの実施施設とその数を示す。 

 
表 ２-３ 「ケ」国医療施設数の内訳（2005/6） 
病院 保健センター 診療所 

州 政府系 NGO・ 
宗教系 

民間 政府系 NGO・ 
宗教系 

民間 政府系 NGO・ 
宗教系 

民間 計 

ナイロビ特別区 5 7 11 23 50 3 18 26 198 368 
中部州 16 15 10 51 5 3 222 98 495 941 
湾岸州 16 2 10 32 2 1 152 55 303 596 
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病院 保健センター 診療所 
州 計  NGO・ 政府系

宗教系 
民間  NGO・ 政府系

宗教系 
民間  NGO・ 政府系 民間 

宗教系 
東部州 29 16 4 70 11 2 302 117 317 894 
北東部州 10 0 0 8 0 0 63 1 61 146 
ニャンザ州 33 9 13 72 48 7 183 45 91 536 
リフトバレー州 34 15 19 138 40 5 489 184 295 1,243 
西部州 15 10 1 65 16 0 74 20 177 405 

計 158 74 68 459 172 21 1,503 546 1,937 6,129 
 出典：ケニア保健省資料 

 
表 ２-４ 協力対象サービス機関 

サービス 実施施設 
施設数 

（2006） 

VCT 
VCT センター 
モバイル VCT 

864 

PMTCT 各医療機関の周産期クリニック 1,143 
DTC 各医療機関 87 

 

２-２ プロジェクトサイト及び周辺の状況  

２-２-１ 関連インフラの整備状況 

「ケ」国の道路の総延長は約 198,000km になるが、総延長の 32%にあたる 63941.9km が国によって

定められた規格道路であり、残る 68%にあたる 134,035.3km が規格外道路である。規格外道路には、

林道（連絡道路、支線道路、農園内道路）・国立公園や国立保護区内の道路・地方自治体の管轄下にあ

るが道路台帳も無く正確に把握されていない道路等が含まれている。規格道路については全体の 89.1%

にあたる 56,748.2km、規格外道路については全体の 47.7%にあたる 62,931.1km が簡単な整備により

維持が可能である。「ケ」国は全国の全道路機能を対象に適切な道路維持管理を図るべく 2000 年から燃

料税を一元管理し、全国的な道路政策の策定と各道路管理者への予算配布を実施する道路管理機構を設

立し、各道路管理者は配布された予算を基に道路維持作業を実施している。また、我が国も 2005 年 12

月より道路維持管理に係る技術協力プロジェクトを実施中であり、「ケ」国各州での舗装補修技術のワ

ークショップの開催、道路維持管理についての技術指導、道路管理台帳の整備等を支援している。 

本案件で供与される検査キットは、首都ナイロビにある KEMSA の中央倉庫から各県倉庫へ配送され

るが、①県倉庫までの配送は過去に実績があること、②現地調査時に問題なく配送可能であることを

KEMSA に確認したこと、③県倉庫は県病院または準県病院に設置されており主に規格道路に面してい

ること、等から配送に支障はないと考えられる。また、県倉庫から各 SDP への検査キットの受け渡し

については、SDP のスタッフが各々の交通手段を用いて検査キットを引き取りに来るので問題はない。

表 2-5 に道路別の状態について示す。 
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表 ２-５ 道路別の状態 

 維持管理可能 
要補修工事 

（維持管理作業では 
状態を改善出来ない） 

計 

規格道路（km） 56,742.8 6,920.5 63,663.3 
割合（%） 89.1 10.9 100.0 

規格外道路（km） 62,931.1 69,096.1 134,035.3 
割合（%） 47.7 52.3 100.0 

計 119,673.9 76,016.6 197,698.6＊ 
割合（%） 61.1 38.1 100.0 

出典：（規格道路）Schedule of Classified Roads in 1996 
         （規格外道路）Annual Management Maintenance Needs of Local Authorities, May 1998 

＊維持管理可能な道路 119,673.9km と要補修工事道路 76,016.6km を足しても総延長より 2008.1km 短く 
なるが、この差は現状のデータの不備による。 

 

２-２-２ 自然条件 

「ケ」国はアフリカ大陸東部の赤道上に位置し、国境は北にエチオピアとスーダン、東にソマリアと

インド洋、西にウガンダ、南にタンザニアと接している。国土面積は 582,646 km2（内陸の湖 13,600 km2

を含む）で日本の約 1.5 倍の広さ11を持ち、人口は 3,430 万人（2005 年現在）12である。気候は地域に

よって違いがあり、沿岸部は高温多湿で平均気温は 27～32℃、首都のナイロビを含む中央と西部の高

地は温暖で平均気温 10～28℃である。乾期は 7 月から 9 月の大乾期と 1 月から 2 月の小乾期であり、

雨期は 4 月から 6 月にかけての大雨期と 10 月から 12 月にかけての小雨期となる。年間降水量は、北東

部の半砂漠地帯では 200mm以下、沿岸部では 1,000mm以上、ナイロビでは 700～800mm前後と地域

によって異なっている。 

 

２-２-３ 環境社会配慮 

本案件は、対象地域周辺の環境に対して悪影響を及ぼす虞はないが、HIV は血液を媒介として感染す

るため、使用済み機材の廃棄については二次感染防止の配慮が必要である。病院、保健センター等の医

療施設及び VCT センター等全ての HIV・AIDS 対策に関わる施設において、使用済みの HIV 検査キッ

トやキャピラリーチューブ、ランセット等、血液で汚染された機材の適切な廃棄、焼却が徹底されるこ

とが望まれる。 

 

２-３ その他（グローバルイシュー等） 

国連は 2000 年の国連総会で、2015 年までに世界に存在する貧困を削減することを目標にミレニアム

宣言を採択し、8 つの MDGs を定めた。その１つが「HIV・AIDS、マラリア及びその他の疾病の蔓延

防止」であり、ターゲットとして「HIV・AIDS の拡大を 2015 年までに食い止め、その後反転させる」

                                                 

11 駐日ケニア共和国大使館ホームページ（2007 年 5 月）より引用 
12 世界銀行 2006 年統計資料より引用 
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と示されている。本案件は同目標を達成するための「ケ」国の活動に寄与するものである。その活動の

効果は、HIV 検査受診者に対し適切な検査が実施されること、受診者数の増加、HIV 感染者の検出と

その対応が可能になることであり HIV・AIDS の拡大を抑えることである。 
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第３章 プロジェクトの内容 

３-１ プロジェクトの概要 

３-１-１ 上位目標とプロジェクト目標 

本案件は、１-１-２「開発計画」で述べた国際戦略である MDGs の「HIV・AIDS の拡大を 2015 年

までに食い止め、その後反転させる。」という目標の達成を目指し、国家 HIV・AIDS 戦略で掲げられ

ている HIV 検査受診者数の増加、妊産婦から新生児への感染率の低下（母子感染予防）、性感染症患者・

結核患者への HIV 検査の促進等の目標達成を支援するものである。 

本案件で HIV 簡易検査キットを調達することにより、適切なカウンセリング・検査サービスの実施

とその拡充に対処し、HIV 感染者の検出とその対応（ケア・治療、感染拡大の予防）を可能にさせ、

HIV の感染拡大を予防することを目的とする。 

 

３-１-２ プロジェクトの概要 

 本案件は、上位目標を達成するために「ケ」国全土で実施されている VCT、PMTCT、DTC サービ

スに対し、必要な HIV 簡易検査キット 3 種類を調達するものである。 

なお、本無償資金協力は我が国の 2007 年度の単年度案件として実施される。 

 

３-２ 協力対象事業の基本設計 

３-２-１ 設計方針 

３-２-１-１ 基本方針 

①対象地域、対象者について 

対象地域は「ケ」国全土とし、対象施設は VCT、PMTCT、DTC のカウンセリング・検査サービス

を実施中の全施設とする。対象者は同サービスを利用する全人口である。表 3-1 に各サービスの実施施

設及びその対象者を示す。 

表 ３-１ 協力対象サービス機関 
サービス 実施施設 対 象 者 

VCT 
VCT センター 
モバイル VCT 

訪問者のうち、検査実施に同意した者 

PMTCT 
各医療機関の 
周産期クリニック 

妊婦検診等で受診した妊婦全員にグループカウンセリング

を行い、検査実施に同意した者 

DTC 各医療機関 
結核及びその疑いのある患者全員及びAIDS所見のある患者

のうち検査実施に同意した者 
今後、性病患者、入院患者に対象を拡大していく予定 

 

②協力対象品目について 

保健省は、登録された HIV 検査キットについて価格及び技術評価を行った上で調達している。選定
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された銘柄は、国全体の使用銘柄として当面の間継続して採用される。本案件においても現在使用され

ている一次：デターミン、二次：SD バイオライン、確定：ユニゴールドの 3 種の検査キットを銘柄指

定で要請しているが、以下の理由により銘柄指定による調達が妥当であると判断した。 

• 「ケ」国で調達される検査キットは全て政府により調達・配布されており、 全ての施設で統一の

検査キットを使用している。 

• 他のドナー等も、政府が選択した検査キットを銘柄指定により調達しており、NASCOP より調

査団に対し、本プロジェクトにおいても政府の選択した銘柄に併せて調達して欲しいとの要望書

が提出されている。 

• 異なる検査キットを新たに投入することで、配布体制に混乱を来たしたり、誤診断を引き起こし

たりする可能性がある。 

なお、同検査キットには、検査デバイス本体のほか、使用する際に必須となる付属品（ランセット、

キャピラリーチューブ、バッファー溶液）が含まれる。 

 

３-２-１-２ 自然条件に対する方針 

本案件で調達される機材の基本設計で特段考慮すべき自然条件はない。 

 

３-２-１-３ 実施機関の運営・維持管理能力に対する方針 

本案件で調達する機材は、実施機関が多年にわたり調達してきたものであり、各ドナーの支援も十分

になされているため運営・維持管理能力に特段の配慮は必要ない。 

 

３-２-１-４ 施設、機材等のグレードの設定に係る方針 

本案件で調達する予定の検査キット 3 銘柄は、いずれも「ケ」国が指定する条件を満たしたもので

ある。その特徴を表 3-2 に示す。 

 
表 ３-２ 検査キットの特徴 

特徴 仕様 
「ケ」国 
指定 

デ
タ
ー
ミ
ン 

バ
イ
オ
ラ
イ
ン 

ユ
ニ
ゴ
ー
ル
ド 

検査キット選定のポイント 

冷蔵保存     
保存 

室温保存 ○ ○ ○ ○ 
冷蔵保存が必要な検査キットについては、それに対

応できる保管・輸送方法が必要となる。 
全血 ○ ○ ○ ○ 

サン

プル 血漿・血清  ○ ○ ○ 

血漿、血清測定の場合、採取した血液を分離する必

要があるため、特に途上国では全血測定可能な検査

キットが望まれる。 
HIV1+2 ○ ○  ○ 
HIV1,2 ○  ○  HIV 

ﾀｲﾌﾟ 
HIV1     

HIV はそのウイルスの蛋白特性により、HIV1 と

HIV2 に分けられる。検査キットの大半は HIV1 と

2 に反応するが、中には HIV1 のみのキットもある。 
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ユ
ニ
ゴ
ー
ル
ド 

バ
イ
オ
ラ
イ
ン 

デ
タ
ー
ミ
ン 

「ケ」国 
特徴 仕様 検査キット選定のポイント 

指定 

凝集法    分析

方法 酵素抗体法 
指定 
なし ○ ○ ○ 

凝集法はその反応の程度により判定が難しいこと

がある。酵素抗体法の方が判定誤差が少ない。 
感度(%) 

(Sensitivity) 
99.5-100 100 100 100 陽性検体のうち、正しく陽性と判定される割合(%)。 

性能 
特異性(%) 

(Specificity) 
99-100 99.75 99.8 99.7 陰性検体のうち、正しく陰性と判定される割合(%)。 

組替え蛋白 ○ ○ ○ 

抗原 
合成ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 

指定 
なし ○   

検査キットに付与してある抗原は生体由来成分や

それからの合成成分であり各検査キットでその成

分や抽出方法は異なる。これらはごくまれに患者の

血液成分と特異的に反応する可能性があり、異なる

キットを用いて診断を確定していく。 
 

３-２-１-５ 工法／調達方法、工期に係る方針 

 本案件で調達する HIV 検査キット３種は、実施機関が HIV 検査アルゴリズムとして決定した製品で

あることが必須であるため、銘柄指定で調達する。 

 また、HIV 検査キットは有効期間が 1 年前後と比較的短いため、全量を 3 分割納入して有効期間内に

確実に使用されるよう配慮する。 

 

３-２-２ 基本計画（機材計画） 

当初 2009/10 年度までにかけて必要となる検査キットが要請されていたが、2009/10 年度については、

調査時点で検査キットの調達計画や他ドナーの活動計画が定まっておらず不確定な要素が多いため、

NASCOP とも協議の上、本案件の協力対象は 2008/9 年度に必要となる検査キット分とすることとな

った。 

「ケ」国ではHIV検査を一次、二次、確定の 3 段階に分けて実施しており、それぞれ異なる 3 種類の

検査キットを使用して行っている。検査方法としては、被験者に一次・二次を同時に行うパラレル法、

一次の陽性者にのみ二次を行うシリアル法の二方法があり、モバイルVCTはパラレル法、それ以外はシ

リアル法を採用している13。図 3-1 に検査方法を示す。 

 

 

 

 

                                                 

13 モバイルVCTは、VCTセンターのカウンセラーが数ヶ月に 1 回の頻度で 1 日間のVCT活動を行うため、迅速な結果の提示が必要とな

るため、パラレル法を実施している。 
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図 ３-１ 検査キットを用いた検査方法 

 

要請数量は、NASCOP が策定した 2007/8 年度から 2010/11 年度にかけてのカウンセリング・検査

サービス利用者予測を基に上記の検査方法も考慮の上、算定された。その予測条件を以下に示す。 

• VCT の対象者数は、NASCOP の掲げる「2010 年までに 474 郡全てに 3 件以上の VCT センタ

ーを設立する」という目標達成のために、年間の利用者数増加を約 14.4 万人として 2008/9 年

度の利用者数を 1,169,638 名と算定した。 

• PMTCT の利用者予測については、過去の実績を基に 2008/9 年度の妊婦検診受診者数を人口増

加率(3%)から推定し、NASCOPが目標設定した2008/9年度の検査実施率93%を用いてPMTCT

利用者数を 936,283 名とした。 

• DTC については、2005 年から開始されたため過去の実績があまりない。また、NASCOP は

2007/8 年度より DTC の対象者をこれまでの結核患者、AIDS 兆候のある入院患者に加え、入院

患者全例、及び性病患者に拡大する計画を立てているため、2010 年の実施目標（対象者の 80%）

を基に策定された 2008/9 年度の目標実施率（対象者の 60%、結核患者は 80%）と実施対象者

数とを用いて DTC 受診者数を 738,332 名と算定した。 

 

NASCOP から提出されたこれまでの各サービスにおける検査実績並びに今後の計画を表 3-3 に示す。 

 
             表 ３-３ HIV 検査サービス受診者数の実績並びに今後の計画 

実績 計画 サービス 
 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 

VCT センター 795,299  881,725  1,025,681 1,169,638 1,313,594  1,457,550  
PMTCT 538,448  823,167  879,690 936,283 1,005,850  1,068,068  
DTC － 260,122 608,514 738,332 875,889  1,021,581  

総数 1,333,747 1,965,014 2,513,885 2,844,253 3,195,333  3,547,198  
 (単位：人) 

2008/9 年度の検査予定者数について一次・二次・確定検査ごとに算定し、必要となる検査キットを

銘柄ごとに算定した。表 3-4 に必要となる検査キットの数量を示す。 

確定確定 

確定 確定確定 

確定

確定 

確定

確定確定 

一次検査 

二次検査 

確定検査 

陽性 

陽性 陰性 

陰性

陽性 陰性

陰性陽性

陽性 

陰性 陽性 陰性 

陽性 陰性

陽性 陰性 

全員に対して一次及び二次検査を行い、検査結果に差異が出た場合に

確定検査を行う。検査キットは一人に対し最少 2 個、最多で 3 個使用。

 

一次検査で陽性の場合のみ二次検査を行い、二次検査で陰性と

なった場合には確定検査を行う。検査キットは一人に対し最少

1 個、最多で 3 個使用。 
 

パラレル シリアル 
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表 ３-４ 2008/9 年度に必要となる検査キットの数量算定 

（単位：テスト） 
対象者数（検査数） 

VCT 
品質管理分 ※1 損失分 ※2 

検査

段階 
銘柄 

ｼﾘｱﾙ 
 

ﾊﾟﾗﾚﾙ 
 

合計 
PMTCT 
(ｼﾘｱﾙ) 

DTC 
(ﾊﾟﾗﾚﾙ) 

合計 
% 数量 % 数量 

合計 

一次 ﾃﾞﾀｰﾐﾝ 818,747 350,891 1,169,638 936,283 738,332 2,844,253 10 284,425 10 284,425 3,413,103 

二次 ﾊﾞｲｵﾗｲﾝ 245,624 350,891 596,515 280,885 221,500 1,098,900 
15(ｼﾘｱﾙ) 
10(ﾊﾟﾗﾚﾙ) 

147,290 10 109,890 1,356,080 

確定 ﾕﾆｺﾞｰﾙﾄﾞ 4,912 10,527 15,439 5,618 4,430 25,487 100 25,487 10 2,549 53,523 
※1 品質管理分：使用する検査キットの品質維持のため、それぞれの検査キットをその検査方法ごとに一定量（過去の実績から出された割合）確保し、品質確認の

ため使用することが定められている。 
※2 損失分：使用不可能である検査キット。使用期限が過ぎたもの、破損状態のもの、また、カウンセリング・検査サービス実施者への訓練用として使用するものや

輸血血液用検査キット不足時に使われる分の発生に伴い、一定量のキットの確保が定められている。 
 
 

検査キットの数量算定式については以下のとおりである。 

一次検査  シリアル・パラレル共に：対象者全数＋品質管理分（10%）＋損失分（10%） 

二次検査  シリアル：対象者全数×30%（陽性率）＋品質管理分（15%）＋損失分（10%） 

パラレル：対象者全数＋品質管理分（対象者数×10%）＋損失分（10%） 

確定検査   シリアル：二次検査数×2%（一次・二次検査不一致率）＋品質管理分（100%）＋損失分（10%） 

パラレル：対象者全数×3%（一次・二次検査不一致率）＋品質管理分（100%）＋損失分（10%） 

 
なお、2008/9 年度には、US グループ（PEPFAR）が約２百万テストを購入する予定であり、それ

以外のドナーについては供与の予定がないことを確認した。従って、US グループの購入予定数を除い

た不足数量を本計画で調達する（表 3-5）。 

 
表 ３-５ US グループ購入予定数を除いた必要数量の算定  

 
必要数量 

US グループ 
購入予定数 

不足分 供与数量14

デターミン 3,413,103 1,415,431 1,997,673 2,000,000 
SD バイオライン 1,356,080 562,373 793,707 800,000 
ユニゴールド 53,523 22,196 31,327 32,000 

総数 4,822,707 2,000,000 2,822,707 2,832,000 
（単位：テスト） 

  

３-２-３ 調達計画 

３-２-３-１ 調達方針 

資機材の調達国は日本及び第三国とし、調達は一般競争入札方式により日本法人を契約者とする。

調達監理者（コンサルタント）は第三者検査機関に委託して船積み前検査を実施する。調達された資

機材は、KEMSA に納品される。現地検収は調達監理者と契約者が共同で行うこととする。 

                                                 

14 供与数量については、上位 3 桁目を切り上げた。 
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３-２-３-２ 調達上の留意事項 

 本案件で調達する HIV 検査キットはその有効期間が 1 年前後と短いため、速やかな輸送、通関、配

布が不可欠であり、「ケ」国側に迅速な対応を促す必要がある。また、本案件は全品目とも銘柄指定と

なるため、メーカー側に対して事前に適正な価格を各業者に提示する趣旨の文書を取り付け、競争性

を確保する。 

 

３-２-３-３ 調達・据付区分 

調達にかかる日本、「ケ」国の負担事項は表 3-6 のとおりである。 

 

表 ３-６ 負担事項 
区 分 日本 「ケ」国 

資機材の調達 対象資機材 － 

資機材の輸送 第三国から「ケ」国の首都ナイロビの

KEMSA 中央倉庫まで輸送 
KEMSA 中央倉庫から対象施設への機材

配布 

据付業務 なし なし 
 

３-２-３-４ 調達監理計画 

１） 船積み前機材照合検査 

船積み前機材照合検査は第三者検査機関により、①契約機材リストと船積み書類の照合、

②納期の確認、③商品の個数と梱包状況の確認等を実施する。全ての船積み時に実施する。 

 

２） 「ケ」国指定の倉庫搬入時 

日本、第三国で調達される対象資機材は、KEMSA に保管される。コンサルタントはこ

の時点で調達業者と協力して資機材の仕様、数量、破損の有無を確認する。コンサルタン

トとは初回と最終回（3 回目）、調達業者は全てにおいて検査を実施する。 

 

３-２-３-５ 資機材等調達計画 

機材の予想される調達先は以下表 3-7 のとおりである。 

 
表 ３-７ 資機材の調達先 

調達先 
資機材名（銘柄） 

現地 日本 第三国
備考 

HIV 簡易検査キット（デターミン）  ○  日本 

HIV 簡易検査キット（SD バイオライン）   ○ 韓国 

HIV 簡易検査キット（ユニゴールド）   ○ アイルランド 
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３-２-３-６ 実施工程 

本案件の実施工程は下記のとおりである。 

 
通 算 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

交 換 公 文 調 印 （E/N) ▼
コ ン サ ル タ ン ト契 約 ▼

計 画 内 容 最 終 確 認

　仕 様 レ ビ ュ ー ・入 札 図 書 作 成

入 札 図 書 承 認

▼ 入 札 公 示

　 図 渡 し 、内 容 説 明

▼  入 札

入 札 評 価

　　　▼ 業 者 契 約

    業 者 打 合 せ /機 器 製 作 図 承 認

機 器 製 作 　1回 目 機 器 製 作 　2回 目 機 器 製 作 　3回 目

検 査 会 社 打 合 せ /書 類 精 査 １ 打 ち 合 わ せ /書 類 精 査 2 打 ち 合 わ せ /書 類 精 査 3

 
船 積 前 機 材 照 合 検 査 1 船 積 前 機 材 照 合 検 査 2 船 積 前 機 材 照 合 検 査 3

機 器 輸 送 １ 　　機 器 輸 送 2 機 器 輸 送 3

　　　　　　
検 収 ・引 渡 し 1 検 収 ・引 渡 し 2 検 収 ・引 渡 し 3

現 地 作 業 国 内 作 業 第 三 国 作 業

実
　
施
　
設
　
計

調
　
達
　
工
　
程

実 施 設 計
（約 6ヶ月 ）

調 達 監 理
(約 12ヶ月 ）

 
 

３-３ 相手国側分担事業の概要 

本案件を実施する上で「ケ」国側が実施すべき事項は以下のとおりである。 

 調達資機材の適切かつ迅速な通関手続き及び係る経費の負担 

 調達資機材及び調達業務に対する関税や国内の免税措置 

 調達資機材の適切な保管・品質維持及び係る費用の負担 

 調達資機材の適切な配布及び係る費用の負担 

 調達資機材の配布状況、使用状況のモニタリング及び日本側への年 2 回の報告 

 銀行取極め（B/A）に基づく支払い授権書（A/P）通知及び支払い手数料  

 

３-４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

本案件にて供与された検査キットの引渡し場所はナイロビにあるKEMSA中央倉庫となる。中央倉庫

から先へはKEMSAから委託された現地の輸送会社が州病院及び各県の県保健倉庫へ配送し、各SDPが

県保健倉庫へ受け取りに行く。中央倉庫からの輸送・保管費用約 9.4 百万ケニアシリング15は保健省の

                                                 

15 検査キットの保管・配布費は、保健省とKEMSA間で機材金額の約 5%と設定されている。よって、本プロジェクトの機材本体費

325,968,000 円の 5%である 16,992,000 円をKShへ換算した。換算レート百万KSh = 1,810,214 円（2007 年 5 月 18 日現在） 
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費用負担とする。本案件は、既存の運営・維持管理体制をそのまま活用した形で資機材の保管、配布を

行うこととなるため、通常発生する保管・輸送費以外の新たな投入は不要である。 

KEMSA はナイロビに 3 ヶ所の中央倉庫を所有しており、その総保管スペースは約 10 万㎥である。

本案件で供与する検査キットの必要容積は全体で約 46 ㎥であり、KEMSA 中央倉庫での一括保管が可

能である。 

配布・使用状況のモニタリングについては「ケ」国側から日本側へ年 2 回（6 月と 12 月の終わり）、

その結果を報告することで合意している。今後の VCT センター及びスタッフの拡大については、

PEPFAR が中心となって NASCOP を支援しているため、今回のキットの供与により運営面で新たにコ

ストがかかることはない。 

 

３-５ プロジェクトの概算事業費 

３-５-１ 協力対象事業の概算事業費 

本件協力対象事業を実施する場合に必要な事業費総額は、3.72 億円となる。日本と「ケ」国との負担

区分に基づく双方の経費内訳は、3)に示す条件によれば、次のとおり見積もられる。 

 

1) 日本側負担経費 

費  目 概算事業費（億円） 

機  材 3.56 

実施設計・調達監理 0.16 

合  計 3.72 
 

なお、この概算事業費は、即、交換公文（E/N）上の供与限度額を示すものではない。 

 

2) 「ケ」国側負担経費 

費目 概算事業費（KSh） 

輸送・保管料 9.4 百万 
 

3) 積算条件  

積算条件   ：2007 年 3 月 

為替レート  ：1US ドル=119.63 円 

 

３-５-２ 運営・維持管理費 

本案件で必要となる「ケ」国負担経費は検査キットの輸送・保管料（約 9.4 百万ケニアシリング）の

みであり、この分については本プロジェクト実施が確定した段階で追加予算として確保することで合意

している。この金額は、保健省 AIDS 関連予算全体の約 0.6％程度であることから、予算確保について
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問題はない。これらの費用は人件費、車輌代等全てを含んでいるため、それ以外に新たに必要となる経

費はない。 

 

３-６ 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

 本案件においては、有効期間の短い HIV 検査キットを 3 回に分けて納入するが、これらが使用期間

内に適切に配布、使用されるようにスケジュール管理の面で留意することが必要となる。「ケ」国側の

負担事項として、年に２度配布・使用状況を日本側に報告することになっているため、確実な報告書の

提出を促すと共に、3 度の現地検収の際に実際の配布状況を確認することが望ましい。 
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 
 

４-１ プロジェクトの効果 

４-１-１ 直接効果 

① SDP において受診者に対し適切な HIV カウンセリング・検査サービスの提供が可能となり、住民

のサービス機関に対する信頼性を確保することでカウンセリング・検査受診者数の増加につながる。 

②「ケ」国政府の計画している VCT センター数の増加や、対象者の拡大によるカウンセリング・検

査数の増加に対応することができ、より多くの HIV 感染者の検出とその対応（ケア・治療、感染拡

大の予防）が可能となる。 

 

４-１-２ 間接効果 

① HIV 感染リスクが軽減され、新規感染の防止、HIV 感染率の低下、AIDS 患者の減少に寄与する。 

② HIV 感染率の低下及び AIDS 患者の減少により、医療費削減と医療従事者の負担を軽減出来る。 

③ HIV 感染者の多くは経済を担う生産性の高い世代に属するため、感染者の減少が労働・生産能力の

向上につながることが期待出来る。 

 

４-２ 課題・提言 

４-２-１  相手国側が取り組むべき課題・提言 

• 検査キットの数量情報のうち、配布量：KEMSA、消費量：NASCOP LMU（KEMSA)、サー

ビス利用者実績数：NASCOP、と個々にデータを収集しているが、これらの機関の情報の共

有化がなされていない。今後、NASCOP の体制強化や MSH の支援等により改善される予定

であるが、日本の技術協力プロジェクトにおけるモニタリング強化の実施過程においても、各

機関との情報の共有化とその整合性が図られるべきである。 

• KEMSA の能力強化については MSH 等が支援しているが、現地調査の際、中央倉庫、県倉庫

共に確定検査用キットであるユニゴールドが在庫切れとなっていた。在庫不足等を避けるため

に、在庫管理・調整能力の強化をはかると共に、在庫不足を避けるための計画的調達と配送が

必要である。 

• 本案件では、「ケ」国の検査指針を基にそれぞれの検査キットの必要数量を算定しているため、

今回調達する機材が適切に使用されるよう、保健省の定める検査方針を SDP へ周知徹底する

ことが必要である。 

 

４-２-２  技術協力・他ドナーとの連携 

我が国は、現在 HIV・AIDS 対策として技術協力プロジェクト「HIV・AIDS 対策強化プロジェクト」、
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青年海外協力隊「AIDS 対策隊員」派遣等を実施している。そこに本案件を投入することにより、HIV・

AIDS 対策の予防・検査分野を技術的・物質的側面から、国家レベルから草の根レベルにわたって包括

的に支援することが可能となる。特に、技術協力プロジェクトは 2006 年 6 月から 2009 年 5 月までの 3

年間、NASCOP を協力相手先機関として HIV 検査に係るモニタリング及び評価に関する政府の機能強

化を図っている。本案件での供与品について、配布量・使用量・サービス利用者実績数の整合性をはか

ることで、機材供与、サービスの充実に加えて政府の運営・管理能力の向上が期待できる。 

他ドナーの活動としては、米国グループが治療・ケア・サポート分野を中心に支援している。日本の

予防・検査分野の支援と併せて「ケ」国における包括的な HIV・AIDS 対策となるため、他ドナーとの

連携はより大きなインパクトを与えられるものと期待できる。 

 

４-３ プロジェクトの妥当性 

項目 検証結果 
裨益対象 本案件により約 116.0 万人の VCT サービス利用者、約 93.6 万人の妊産婦、約 73.8

万人の AIDS が疑われる患者が無料で HIV 検査を受けることができる。また、その

うち HIV 陽性者に対する適切なカウンセリングにより感染予防につながり、新規感

染を防ぐことが可能となる。 
計画の目標 本案件での検査キット供与により、適切なカウンセリング・検査サービスの提供が

可能となることで、受診者が増加し、感染予防が期待出来る。 
被援助国の実施体制 これまでの活動により VCT センターの充実を図るとともに、PMTCT、DTC の拡大

を推し進めており、供与品の有効活用が見込まれる。また、関連分野で技術協力プ

ロジェクトも実施されており、本案件との連携も充分に可能である。 
中・長期的開発計画目標 本案件は「ケ」国の国家 HIV・AIDS 戦略が掲げている「年間 200 万人が HIV 検査

を受ける」「15~49 歳の HIV 検査未経験者の 25%が検査を受ける」という目標に寄

与し、長期的には保健省が目指している MDGs の目標達成に寄与する。 
収益性 本プロジェクトに収益性はない。供与される検査キットは各 SDP において無償で受

診者のために使用される。 
環境への影響 本プロジェクトが環境に及ぼす影響は特にない。 
実現可能性 我が国無償資金協力の制度上、特段の問題なく実施可能である。 

 

 

４-４ 結論 

本プロジェクトは、前述のような効果が期待されるものであり、我が国の無償資金協力を実施するこ

との妥当性が確認される。また、本プロジェクトの運営・維持管理については、相手国側体制が確認で

き、他のドナー支援との重複等の回避も考慮されており、本案件は円滑に、かつ効果的に実施し得るも

のと考えられる。 
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